
事前準備 

電子申請(ぴったりサービス)での手続きに必要なもの 

 

・マイナンバーカード 

※交付時に設定した署名用電子証明書用暗証番号 (6文字から 16文

字の英数字)の入力が必要です。 

・ICカード読取対応可能なパソコンまたはスマートフォン 

※iPhone については iPhone7 以降の機種、Android 対応機種につい

ては、内閣府ホームページ「マイナポータル」をご確認ください。 

・マイナポータルアプリのインストール 

 

手順① 手続名「監護相当・生計費の負担についての確認書の提出」

を選択し、「申請する」を押してください。 

※必ず現在児童手当を受給している方が申請してください。 

 
 

 



手順２電子署名の動作環境確認をしてください。すべての確認項目

に☑がつきましたら、電子申請ができる状態です。「次へすすむ」を

押してください。 

 

手順３「ｓｔｅｐ１申請者情報入力」 

申請者(現在児童手当を受給している方)の情報を入力してくださ

い。入力が完了したら「次へすすむ」を押してください。 

 

 



手順４「ｓｔｅｐ２申請情報入力」 

受給者の情報の確認及び「短大・専門学校等を卒業する児童」の情

報を入力してください。入力が完了したら「次へすすむ」を押して

ください。 

※「子の職業」は令和８年４月１日時点の状況を記入してくださ

い。予定で構いません。 

 

 

 

 



 

手順５「ｓｔｅｐ４入力内容確認」 

入力内容に誤りがないか確認してください。誤りがなければ「次へ

すすむ」を押してください。 

 

手順６「ｓｔｅｐ６電子署名・送信・印刷」 

電子署名をしてください。 

以上で手続きが完了となります。 

 

 

 

 

 

 


